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陽性

PCR検査

医療機関からの指示内容を部局対策本部あて連絡する

※部局対策本部は、所定フォームにより大学本部へ報告

医療機関の指示に

従い行動

PCR検査の結果を部局対策本部あて連絡する

※部局対策本部は、所定フォームにより大学本部へ報告

大学を休み、外出を控え、自宅で健康観察を実施する

インフルエンザ等が疑われるとき（短時間で38度以上の発熱等）

は、かかりつけ医に電話で相談する

体調不良　　感染の疑いがある場合

（37.5度以上の発熱（4日以上）、倦怠感、呼吸困難、

咳、味覚・嗅覚の異常　等）

宮城県・仙台市のコールセンター

（022-211-3883又は2882）へ相談

なし コールセンターの

指示に従い行動

コールセンターからの指示内容を部局対策本部あて連絡する

※部局対策本部は、所定フォームにより大学本部へ報告

新型コロナウイルス感染症対策（体調不良者対応等）フロー図

保健所による濃厚

接触者の特定
医療機関から本人に通知後、入院へ

医療機関の指示に

従い行動

陰性 医療機関の指示に

従い行動
濃厚接触者の特定

保健所による濃厚

接触者の調査

保健所から医療機関へ連絡

医療機関の紹介　受診の指示に従う

医療機関による診察

なし

感染者の復帰の目安

・症状の改善

・PCR検査で2日連続で陰性となっ

た場合

・解熱剤を内服しない状態で症状が

消失してから48時間を経過してい

る

【自宅待機の判断基準】

以下に示す状況に該当する場合は、自宅において健康観察を実施すること

・感染者と濃厚接触が疑われる場合

・感染者が発生した空間（同室内）に、感染者が滞在した日に長時間（2分以上）滞在している場合（密閉された空間なら、短時間でも不可）

・感染者が発生した建物に、感染者が滞在した日に短時間滞在しており共有物品を利用している場合

・感染者が発生した空間（同室内）に、感染者が滞在していた日以降に、短時間滞在しており共有物品を利用している場合

【定義】

濃厚接触 ： 2ｍ以内で2分以上の会話をした

長時間 ： 2分以上

共有物品 ： PC、テーブル、ソファー、ポット、冷蔵庫、リモコン 等

感染の疑い

感染の疑い

感染の疑い

各部局対策本部は、体調不良者等から連絡があった内容を安全衛生管理係へ 

「新型コロナウイルス感染症報告フォーム」で報告する 

【フロー図に関する連絡先】 

人事企画部人事労務課安全衛生管理係 anzen@grp.tohoku.ac.jp 

（参考）

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bR9vCcuKedbrI3Smspt2qOTm8I271eRl-IECLYZphxG8Wg/viewform?usp=sf_link
mailto:anzen@grp.tohoku.ac.jp

